
県 有 財 産 売 買 契 約 書（訂 正） 

 

「県有財産売買契約書」について、下記のとおり訂正する。 

記 

【訂正箇所】 

「売買物件の表示」について、下記のとおり訂正する。 

＜訂正前＞ 

数量 備考

パーゴラ １基 -

アーチトレリス ２基 -

ベンチ ５基 -

水飲 ２基 -

園内アプローチ（車止め、散水栓含） １式 -

花壇 ６基 -

照明灯（１灯用） 23基 -

フットライト 18基 -

水道栓 11基 -

看板 13基 -

植栽木 １式 -
 

＜訂正後＞ 

数量 備考

パーゴラ １基 -

アーチトレリス ２基 -

ベンチ ５基
うち、２基は植栽帯の敷地外、１基
は植栽帯と隣接地にまたがって所在

水飲 ２基 -

園内アプローチ（車止め、散水栓含） １式 -

花壇 ６基 -

照明灯（１灯用） 23基 -

フットライト 18基 うち、16基は植栽帯の敷地外に所在

水道栓 11基 -

看板 13基 うち、10基は植栽帯の敷地外に所在

植栽木 １式 -
 

※一部、売買物件となる植栽帯の敷地外または植栽帯と隣接地にまたがって所在するベンチ、フット

ライト、看板についても併せて売却します。 

なお、植栽帯の敷地外に所在するベンチ２基、フットライト 16基、看板 10基及び植栽帯と隣接地

にまたがって所在するベンチ１基は、活用事業者において撤去いただくことを前提としております

が、撤去の時期については県及び活用事業者において協議のうえ、定めることとします。 

 

以下、訂正後の県有財産売買契約書です。 



 

印 紙 

 

 

県 有 財 産 売 買 契 約 書 

 

売払人 長崎県知事 ○〇 〇〇（以下「甲」という。）と買受人○〇 〇〇（以下「乙」という。）

とは、県有財産の売買について、次のとおり契約を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件及び売買価格） 

第２条 甲は、末尾記載の物件（以下「売買物件」という。）を売買価格（以下「代金」という。） 

金            円（うち、土地代金            円）で乙に売り渡し、 

乙はこれを買い受けた。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金（代金の百分の十以上の金額）として 

金            円を甲の指示する手続きにより、甲に納付しなければならない。 

２ 第１項の契約保証金は、第２条に定める代金に充当することができることとし、この場合の契約

保証金には利息は付さない。 

３ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行しないとき又は乙の責に帰す事由により第６条の所有権の

移転前に本契約を解除したときは、第１項の契約保証金を県に帰属させることができる。 

４ 第２項及び第３項以外の場合においては、甲は、乙の本契約の義務の履行を確認した後、乙の払

戻し請求書の提出を受けて契約保証金を還付するものとする。ただし、この場合の契約保証金には

利息は付さない。 

（代金の納付） 

第４条 乙は、第２条に定める代金を甲が別途発行する納入通知書により、令和８年３月 31 日までに

甲に納付するものとする。 

（遅延利息） 

第５条 甲は、乙が第４条に定める納付期限までに代金を納付しないときは、納付期限の翌日から完

納の日まで未納代金につき年利２．５パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、

天災、事変等により止むを得ないと認められるときは、この限りではない。 

（所有権移転の時期） 

第６条 売買物件の所有権移転の時期は、乙が代金（第５条に定める遅延利息を含む。）の支払いを完

了した日、又は令和８年４月１日のうちいずれか遅い方の日とする。 

（所有権移転登記） 

第７条 売買物件の所有権移転登記は、登録免許税その他の経費を乙の負担で引渡し後、甲が行うも

のとし、第 15条に規定する買戻し特約登記についても同様とする。 



 

（特約条項） 

第８条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書（別紙１、２）記載の内容であることを了承し

たうえ、売買物件を買い受けるものとする。 

（契約不適合責任） 

第８条の２ 乙は、物件調書の内容を承諾して購入したものとする。また、売買契約締結後、売買物

件が物件調書の記載に適合しないことを発見したとき又は引渡された物件が種類、品質又は数量に

関して契約の内容に適合しないもの（地中埋没物、土壌汚染、地下水汚染、地盤、地質、水質等を

含む）であったときでも、甲は責任を負わないものとし、乙は履行の追完、売買代金の減免、損害

賠償の請求、または契約の解除をすることはできない。 

（危険負担） 

第９条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰す

ることができない事由により滅失又は毀損した場合には、甲に対して代金の減額又は損害の賠償を

請求することができない。 

（用途指定） 

第 10条 甲は、売買物件について、第 11条から第 14条までに定めるところにより乙と用途指定の特

約をする。 

（指定用途） 

第 11条 乙は、売買物件を提案があった事業の用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなけれ

ばならない。 

（指定期間） 

第 12条 乙は、売買物件を本契約締結の日から５年間（以下「指定期間」という。）、指定用途に供さ

なければならない。（指定用途に供するために必要な工事等があればその期間は除く） 

（所有権の移転の禁止） 

第 13条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件について

売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をし又は所有権の

移転を主たる目的とする合併をしてはならない。 

（権利の設定の禁止） 

第 14条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、

質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定（以下「権利

の決定」という。）をしてはならない。 

（買戻しの特約） 

第 15条 甲は、乙がこの契約締結の日から第２項に定める買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認

を得ないで、売買物件について次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買

戻しをすることができる。 

(1) 第 13条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。 

(2) 第 11条及び第 12条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。 



(3) 第 13条及び第 14条に定める義務に違反して所有権の移転又は合併、権利の設定をしたとき。 

２ 第１項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から５年間とする。 

（用途指定の変更、解除等） 

第 16条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 11条から第 14条まで

に定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に

申請しなければならない。 

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。 

（実地調査等） 

第 17条 甲は、乙の第 11条から第 14条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、随時に実

地調査又は実地監査を行うことができる。 

２ 乙は、本契約締結の日から第 12条に定める期間満了の日までのうち甲が必要と認めるときは随時

に、売買物件について所有権の移転又は合併、権利の設定を行っていない事実及び利用状況の事実

を証する登記簿謄本その他の資料を添えて、売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく第１項及び第２項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌

避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第 18条 乙は、第 11条から第 14条までに定める用途指定の義務に違反したときは次の各号に定める

ところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。 

(1) 第 12条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途以外

の用途に供したときは次号による。） 

金 ｛ 代金の１割 ｝ 円 

(2) 第11条及び第12条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供

したとき、第 13条に定める義務に違反して所有権の移転若しくは所有権の移転を主たる目的と

する合併をしたとき又は第 14条に定める義務に違反して権利の設定をしたとき 

金 ｛ 代金の３割 ｝ 円 

２ 第１項の違約金は、第 24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第 19条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 

（暴力団等の排除に係る契約解除） 

第 20条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱（平成 22年９月 13日施行）別

表１に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続きを要すること

なく、本件契約を即時解除することができる。 

２ 甲が、第１項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する

責を負わない。 

３ 第１項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第２条に定める売買価格の 10

分の１に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 



（返還金等） 

第 21条 甲は、第 19条及び第 20条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還

する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び売買物件に支出した必要費、有益費そ

の他一切の費用は返還しない。 

４ 甲は、解除権を行使したときは、乙に対し乙が売買物件から利得した果実を請求しない。 

（原状回復及び返還） 

第 22条 乙は、甲が第 19条及び第 20条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させ

ることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。なお、この場合において、

乙は、売買物件に乙所有の物件が所在するときは、当該物件の所有権を放棄しなければならない。 

２ 乙は、第１項ただし書きにおいて、売買物件が滅失又は毀損しているときは、契約解除時の時価

により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により

甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項の定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書及び乙所有の物件の所有権放棄に関する書類を、甲に提出しな

ければならない。 

（特別違約金） 

第 23条 甲は、乙が第 11条から第 14条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、第

19条に定める解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が

特別違約金を納付したときは、第 10条に定める用途指定の特約は解除する。 

２ 第１項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額 

(2) 売買物件の用途指定違反時に支払わなければならない金額の２割に相当する額 

（損害賠償） 

第 24条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請

求できる。 

（違約金等の相殺） 

第 25条 甲は、第 21条第１項により売買代金を返還する場合において、乙が第 18条及び第 20条第

３項に定める違約金又は第 22条第２項若しくは第 24条に定める損害賠償金等を甲に支払うべき義

務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 26条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（協議） 

第 27条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、

甲乙協議のうえ決定する。 



（裁判管轄） 

第 28条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を保有

する。 

 

 

 

     年   月   日 

 

売払人 住 所  長崎市尾上町３番１号 

 

氏 名  長崎県知事 〇〇 〇〇 

 

 

買受人 住 所 

 

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



売買物件の表示 

所   在   地 種 目 
数   量 

㎡ 

売 買 価 格 

円 

長崎市伊王島町１丁目字仙崎甲 3275番 14 

長崎市伊王島町１丁目字仙崎甲 3277番 10 

長崎市伊王島町１丁目字仙崎甲 3276番４ 

長崎市伊王島町１丁目字仙崎甲 3275番 11 

長崎市伊王島町１丁目字仙崎甲 3275番 23 

長崎市伊王島町１丁目字仙崎甲 3275番 24 

雑種地 

宅地 

雑種地 

雑種地 

雑種地 

雑種地 

13,845.49  

388.14  

156.19  

454.49  

652.80  

287.06  

 

 

数量 備考

パーゴラ １基 -

アーチトレリス ２基 -

ベンチ ５基
うち、２基は植栽帯の敷地外、１基
は植栽帯と隣接地にまたがって所在

水飲 ２基 -

園内アプローチ（車止め、散水栓含） １式 -

花壇 ６基 -

照明灯（１灯用） 23基 -

フットライト 18基 うち、16基は植栽帯の敷地外に所在

水道栓 11基 -

看板 13基 うち、10基は植栽帯の敷地外に所在

植栽木 １式 -
 

 

※一部、売買物件となる植栽帯の敷地外または植栽帯と隣接地にまたがって所在するベンチ、フットラ 

イト、看板についても併せて売却します。 

なお、植栽帯の敷地外に所在するベンチ２基、フットライト 16 基、看板 10 基及び植栽帯と隣接地に 

またがって所在するベンチ１基は、活用事業者において撤去いただくことを前提としておりますが、 

撤去の時期については県及び活用事業者において協議のうえ、定めることとします。 

 

 











（別紙１）

所　　在　　地 地　目 宅地、雑種地

住　居　表　示 形　状 ほぼ整形

面　　　　　　積

用途地域

容 積 率

無 負担の内容

無 負担の内容

電 話 番 号

電　　気 引込可 0120-986-405

上 水 道 引込可 095-829-1207

下 水 道 引込可 095-829-1207

都市ガス 無

鉄  道

バ  ス

市役所

中学校

小学校

所在地 なし

種類 なし 構造

建築時期

物　　件　　調　　書　（公園）

　１　土地の概要

長崎市伊王島町一丁目字仙崎甲3275番14、
　　　　　　　　　　　　　　　3276番4、 3277番10

（実測面積）　　　　14,389.82㎡　　　　　　　 （登記簿面積）　　14,389.14㎡　   

接 面 道 路 の
幅員 及び 構造

幅員約12ｍの舗装道に面しています。

都市計画法・
建築基準法に

基づく制限

区域区分 非線引都市計画区域 指定なし

建ぺい率 70% 200%

その他の制限 長崎県建築基準条例第21条

所有権を制限する権利設定 特になし

私道の負担等
に関する事項

私道負担の有無

道路後退の有無

供給施設の
整備状況

供給施設 事　業　所　名

九州電力(株)長崎営業所

長崎市 上下水道局

長崎市 上下水道局

交 通 機 関
ＪＲ「長崎」駅約19ｋｍ

長崎市コミュニティバス「学校前」バス停近接

公 共 施 設

長崎市役所伊王島地域センター 近接

伊王島中学校 近接

伊王島小学校 近接

なし

◎参考事項（ 物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項 ）

１．平成元年から伊王島リゾート公園として利用されていました。
２．土地には公共用消火栓1本がありますが、現状のまま引き渡します。買受人はそれを承諾し、それを前提として本物件
　　を購入するものとなります。移設・撤去等が必要な場合は所有者である長崎市と協議をお願いします。
　　買受人と所有者の協議の結果について県は責任を負いません。
３．芝生の一部や縁石などが、隣接する長崎県所有敷地に続いておりますが、現状のまま引き渡します。
　　購入者はそれを承諾し、それを前提として本物件を購入するものとなります。
　　購入した敷地について形状変更や構築物の建設等を行う場合は、隣接する敷地を管理する長崎県港湾漁港事務所と
　　協議をお願いします。
４．土地には売買物件の表示に記載されている工作物等がありますが、現状のまま引き渡します。
　　買受人はそれを承諾し、それを前提として本物件を購入するものとなります。
５．２～４に記載している項目以外についても現状のまま引き渡します。必ず現地の確認をお願いします。
　　買受人はそれを承諾し、それを前提として本物件を購入するものとなります。
６．都市計画法や建築基準法などの法令に基づく制限や、道路との接道関係、供給施設の整備状況等は物件調書に記載
　　しておりますが、必ず管理者や関係団体に確認をお願いします。
７．道路に６メートル以上接していないため、長崎県建築基準条例第21条により、延べ床面積1,000㎡を超える建築物の
　　制限があります。
　　（参考）長崎県建築基準条例
　　第21条　延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が　1,000平方メートルを超える
　　建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の
　　状況にある場合で特定行政庁が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。

　２　建物の概要

なし 家屋番号

なし

床面積 なし



（別紙２）

所　　在　　地 地　目 雑種地

住　居　表　示 形　状 帯状地

面　　　　　　積

用途地域

容 積 率

無 負担の内容

無 負担の内容

電 話 番 号

電　　気 引込可 0120-986-405

上 水 道 引込可 095-829-1207

下 水 道 引込可 095-829-1207

都市ガス 無

鉄  道

バ  ス

市役所

中学校

小学校

所在地 なし

種類 なし 構造

建築時期 なし

◎参考事項（ 物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項 ）

１．平成元年から伊王島リゾート公園として利用されていました。
２．縁石などが、隣接する長崎県所有敷地に続いておりますが、現状のまま引き渡します。
　　購入者はそれを承諾し、それを前提として本物件を購入するものとなります。
　　購入した敷地について形状変更や構築物の建設等を行う場合は、隣接する敷地を管理する長崎県港湾漁港事務所と
　　協議をお願いします。
３．土地には売買物件の表示に記載されている工作物等がありますが、現状のまま引き渡します。
　　買受人はそれを承認し、それを前提として本物件を購入するものとなります。
４．２、３に記載している項目以外についても現状のまま引き渡します。必ず現地の確認をお願いします。
　　買受人はそれを承諾し、それを前提として本物件を購入するものとなります。
５．都市計画法や建築基準法などの法令に基づく制限や、道路との接道関係、供給施設の整備状況等は物件調書に記載
　　しておりますが、必ず管理者や関係団体に確認をお願いします。

　２　建物の概要

なし 家屋番号

なし

床面積 なし

交 通 機 関
ＪＲ「長崎」駅約19ｋｍ

長崎市コミュニティバス「学校前」バス停近接

公 共 施 設

長崎市役所伊王島地域センター 近接

伊王島中学校 近接

伊王島小学校 近接

供給施設の
整備状況

供給施設 事　業　所　名

九州電力(株)長崎営業所

長崎市 上下水道局

長崎市 上下水道局

所有権を制限する権利設定 特になし

私道の負担等
に関する事項

私道負担の有無

道路後退の有無

接 面 道 路 の
幅員 及び 構造

幅員約６ｍのカラー舗装の遊歩道に面しています。

都市計画法・
建築基準法に

基づく制限

区域区分 非線引都市計画区域 指定なし

建ぺい率 70% 200%

その他の制限

物　　件　　調　　書　（植栽帯）

　１　土地の概要

長崎市伊王島町一丁目字仙崎甲3275番11、
　　　　　　　　　　　　　　　3275番23、 3275番24

（実測面積）　　　　1,394.35㎡　　　　　　　 （登記簿面積）　　1,393.00㎡　   


